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16世 紀 ドイ ツ のFlugschriftに お け る語 ・句 の 重 ね に つ い て

言語平衡論 との関連において

小 野 光 代

はじめに

現 代 ドイ ツ標 準 語 に 連 な る統 一 語 が 成 立 して くる語 史 上 の段 階 は 、 近 世 の初 期 新 高 ドイ ツ語

期 に お か れ て い る。 こ の時 期 の言 語 資 料 に つ い てP.v.Polenzは 次 の よ うに述 べ て い る 「...

印刷 され た ドイ ツ文 章 語 の民 衆 化 に お け る初 期 市 民 階 級 の発 展 的 推 進 力 は 、 従 来 の伝 統 的 な記

述 に お け る よ うに 、 一 方 的 に ル タ ー と宗 教 改 革 に のみ に 制 限 され て は な ら ない 。1970年 代 以 降

初 期 新 高 ドイ ツ語 史 と メ デ ィア史 に と って 、 政 治 的 プ ロパ ガ ン ダや 扇 動 的 な文 書 が 特 に 注 目さ

れ る よ うに な った 。 初 期 のHuttenとLutherの 論 争文 書 に 引 き続 い て1520年 に 政 治 的 な小 出

版 物 が 爆 発 的 に増 加 した...」1)。 こ こで 政 治 的 な 小 出 版物(politischeKleinpublikation)と い

わ れ て い る も の の代 表 がFlugschriftで あ る。16世 紀 前半 に お け るそ の 急激 な増 加 ぶ りはK6h-

lerの 作 成 した グ ラ フ2)に よ って 視 覚 的 に 明 瞭 に あ らわ され 、 多 くの研 究 者 に よ って 引用 され

た た め に 、 よ く知 られ る よ うに な っ て い る。Polenzは1516年 か ら1546年 の30年 間 に4,000も の

Flugschriftが 発 行 され た と述 べ て い るが 、 そ の数 は特 に1524,25年 に 集 中 して い る。1525年

に 宗 教 改 革 を 契 機 と して 勃 発 した 農 民 戦 争 が 短 期 間 で 制 圧 され た 後 は 、 検 閲 が 厳 し くな り、 こ

の年 以 降 はFlugschriftの 発 行 数 は急 激 に減 少 す る。 これ らのFlugschriftは 、 確 か に 言 語 資 料

と して は 、Polenzが 指 摘 して い る よ うに1970年 以 前 は 、 ほ とん ど顧 み られ なか った。 しか し

そ の後 は 近 世 ドイ ツ の言 語 状 況 を 把 握 す る資 料 と して の意 義 が 認 め られ 、 か な りの研 究 者 に よ

って 取 り上 げ られ る よ うに な った 。

こ の小 論 で は16世 紀 のFlugschriftの 中 で も最 も重 要 な もの の一 つ農 民 の 「12箇 条 」 の テ ク

ス トを 語 ・句 の重 ね を 中 心 に 調 べ 言 語 資 料 と して の意 義 を 考 え る。
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1.16世 紀 に お け る ドイ ツ のFlugschriftに つ い て

Flugschriftは 日本 の歴 史 書 、 宗 教 改 革 関 係 書 物 な どで は パ ン フ レ ッ トと訳 され て い る。 特

に16世 紀 の ドイ ツに お い て 最 も重 要 な メ デ ィア で あ った 。 最 初 は 小 冊 子(Bttchlein)、 回 状

(Sendbrief)な ど と呼 ば れ た 。Flugschriftは 後 に 書 物 史 な どで、 綴 じ られ て い な い 紙 葉 か ら

成 り立 って い る小 冊 子 とい うこ とか ら名 付 け られ た 。

こ こで"DeutscheFlugschriften1460-1525"の 著 者 で あ るJ.SchwitallaのFlugschriftの 定 義

を 要 約 して あ げ る。

そ の テ クス ト(文 書)は

a印 刷 され て い る こ と。 テ クス トは一 枚 で は な く複 数 枚 にわ た る こ と、

b綴 じられ て い ない こ と、 表 紙 が つ い て い ない こ と、

cそ れ だ け で独 立 した 印刷 物 で あ る こ と、 書 物 の一 部 と して 出版 され て い な い こ と、

dた とえ そ の 印刷 物 が 特 定 の集 団宛 に書 か れ て い て も、 原 則 と して 文 字 の読 め る もの は 誰 で

も、 そ の 印刷 物 を 読 ん だ り、 聞 い た り して よい 、 とい う意 図 の も とに 広 め られ る、

e目 指 す 読 者 の意 図 と意 見 に した が って全 体 の 福 祉 と い う 目下 の 議 論 の 多 い問 題 を扱 い 、 公

の利 益 に 関す る もの で あ り、 社 会 的 に重 要 な 問題 の解 決 に寄 与 し よ う とす る、

fこ れ らの社 会 的 問 題 に対 す る読 者 や 聴 衆 の 態 度 決 定 を 固 定 させ た り、 変 え させ た りす る、

場 合 に よ っ て は具 体 的 な行 動 、 な い しは行 動 の 中止 を 呼 び か け る。3)

以上についてSchwitallaは 決 して一般的なFlugschriftの 定義ではなく、該当する時期に限

っての実際的、現実的なもので、多 くの資料から帰納的に定められたものであると述べている。

ここには印刷されていること、綴 じられていないこと、表紙がついていないことがあげられて

いるが、言語資料としては、内容とはあまり関わ りのないことにこだわっているように見える

かもしれない。 しか しSchwitallaはFlugschriftの 定義には時代を限定することが不可欠であ

ると述べ、16世 紀のFlugschriftに とって、 この制限は本質的に必要だとしている。16世 紀の

ドイツない しはヨーロッパは宗教改革の時代である。16世 紀初頭の1517年 にルターが95箇 条の

提題をヴィッテンベル クの教会の門に打ち付けた一現在では実際に打ち付けたのではなく、議

論相手に回状として送ったのだ、とい う説が受け入れられているので、この行為には伝説的な

とい う修飾語が付けられることが多い一 ことから始まったとされる宗教改革はルターの当初の

意図から離れて急激に展開する。信仰の問題をめ ぐって、キ リス ト教界が対立する二つの陣営

に分かれ、きわめて激 しい議論が戦わされた。お互いに自分たちが絶対的に正 しいと主張 し、

その討論においては妥協の余地は全 くなかった。口頭による討論も行われ、宗教改革史上エポ

ックメーキングな討論がい くつか伝えられている。それらの中には同じ陣営内での討論も含ま

一144一



16世 紀 ドイ ツのFlugschriftに おけ る語 ・句 の重ね につ い て

れる。口頭以外の討論の手段 として最もよく用いられたのがFlugschriftで あった。議論の相

手に出来るだけ早 く応答するために簡便な印刷物でなければならなかった。その結果が表紙な

しで、無綴 じとい う形態であった。宗教の問題は一個人の信念だけにとどまらず、キ リス ト者

全員に関わる公の問題であった。討論が個人間で行われたとしても、それは同じ信仰を有する

者全員の問題として公にされる必要があった。手書きの書簡ではなく印刷されたものとい う条

件が必要になる所以である。

言語資料としては書き手は重要な問題である。Flugschriftの 作者の中にはLutherやHans

Sachs、ThomasMttnzerな ど著名な人々もいたが、ほとんどのFlugschriftは 迫害や没収をさ

けるために匿名で出版された。 しか しこれらの書き手のほとんどは神学や法律を学んだ知識人、

書記を職業とする人、出版人などで、彼らは(宗 教)改 革の思想やその動員のための伝達者と

して影響力を持った。14世 紀以降 ドイツにおいて ローマ法の受容が進んだが、このことは法文

の一部ラテン語化を伴った。また一般的に法制が成文化されるようになった。そのため都市や

農村の平民達と、聖俗の統治権力者やその支配機構との間に言語障壁が生 じた。その克服にこ

れらの書き手は重要な役割を果た したのである。以下Polenzに よるFlugschriftの 作者につい

ての記述を引用する。

「しば しば匿名の作者は意図的に庶民の言葉遣いを装っている、 しか しながら、多数の言語

上の特徴(ラ テン語の語彙、神学的、法的論拠)な どが放浪の説教師、フランシスコ派修道士、

裁判所弁護士として、大学出身者であることを示 している。また何人かの印刷業者、書籍行商

人、商人や職人なども認められるほか、女性の書き手も二人いた。口頭の、あるいは半分文字

による(す なわち朗読による)コ ミュニケーション形式において(民 衆の集会、素人説教師、

同盟締結の会議、苦情書等々)職 人、農民、下層民などがかなり大きな役割を演 じた。」4)

確かに書き手はいわゆる知識階級の人々である。 しか し16世紀のFlugschriftの 作者達にお

いて言語史上は じめて、社会下層の人々が 「書 く」とい う社会的コミュニケーション行為にな

んらかの関わ りをもった、といえるのではないだろ うか。ここにFlugschriftが 言語資料とし

て持つ意義の一つがあるといえよう。

16世紀のFlugschriftの タイプない しはテクス トゾルテには伝統的なものと、創作されたタ

イプの二つがある。前者に属するもので主なものは説教、公の回状、苦情申立書ない しは嘆願

書、〔行動/政 策〕計画書または綱領などであ り、後者には対話や会話、中世のシュヴァンク

の伝統をひ く謝肉祭劇、多様な典型的な人物達による社会風刺的モノローグ、放浪の詩人や楽

人達の伝統からの嘲笑詩や嘲笑歌、連祷のパ ロディー、天からの手紙、悪魔からの手紙、彼岸

からの虚偽の手紙などであった。大衆に訴えかけるために話 し言葉がよく用いられた。

先に述べたようにFlugschriftの 数は16世 紀前半急激に増大 した。それはキ リス ト教界の二

つの陣営が自己の信念の正 しさを激 しく主張 し、かつ相手を説得 して、自分たちのグループに
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取 り込 も うとす る意 図が強固であ った ことを示 してい る。 まさにメデ ィア史上16世 紀は

Flugschriftの 世紀であったといえよう。それは宗教改革 という世界史的な意義を持つ社会的

要因と印刷術とい う技術上の進歩とが結合 した結果でもあった。その後の社会の変革と、それ

に伴 うメディア形態の変化 と発達は、二度とFlugschriftに 最 も重要なメディア手段の位置を

与えなかった。

2.農 民の12箇 条について

P.Blickleは 宗教改革を契機 として勃発 した農民戦争について以下のように述べている。

rl525年 の農民戦争は宗教改革時代の ドイツ史のなかで、顕著な劇的な事件の一つである。

テユーリンゲンとティロール、エルザスとザルツブル クの間で城塞、城郭、宮殿、修道院が放

火され、聖俗の領主達が農民をおそれて逃亡せねばならず ドイツ帝国身分の支配が断末魔の苦

しみに落ちいった時...他 方、農民達が帝国諸侯 の暴兵達に打ち破 られ、殺獄 され、処刑さ

れた とき、...兄 弟愛や隣人愛に基づ く、 よりよきキ リス ト教世界への期待は、村 々や家々

とともに炎上 して しまった。...」 さらに続けて 「もし"12箇 条"が なければ、1525年 の農民

戦争は、このような形では起こりえなかったであろう」。5)

上シュヴァーベン農民の12箇条は16世 紀のFlugschriftの 中で最 も深刻な影響力を及ぼ した。

なぜなら12箇条は ドイツ農民戦争のあ り方を決定的に規定 したからである。Blickleは 「12箇

条」は苦情書であるばか りでなく、抗議書であ り、改革綱領であ り、政治的宣言であると性格

づけている。

成立 したのは1525年2月27日 から3月1日 の間とされ、匿名で出版された。現在では作者は

メミン・ゲン出身の毛皮職人S.Lotzerで あることが学界の定説になっている。 しか しLotzerは

職人ではあっても、大学に籍を置いたことがある、と考える研究者は多い。この文書は前文と

ll箇条の要求の部分 より成 り立 っているが、この前文の部分はメミン・ゲンの説教師C.Schap-

pelerに よりB.Hubmaierの 様式によって、バル トリン・ゲン農民軍の苦情書/行 動計画書に基

づいて書かれた。前文には革命的要素が認められるが、本文の箇条は、農村における最も重要

な諸弊害を数え上げるだけに止まってお り、同時代 ドイツ各地で多数書かれた農民軍の過激な

要求書に比べると、内容からも、文体からもより穏やかになっている。たとえそれが従来まで

の教会組織や、経済上の秩序の解体を 目指 していたとしても。以下はll箇 条の要求の内容を最

小限度にまとめたものである。

前文は福音主義の立場から悲惨な社会的状況の克服を正当化 し、農民の以下の諸要求をキ リ

ス ト教の立場から根拠づけている。

第1項 司祭を自由に選ぶこと、

2自 由に選ばれた司祭にのみ十分の一税は妥当する、
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隷農制の廃止、

狩猟と漁業の自由、

共有地としての森林の自由使用、

適切な労働奉仕、

隷農ではなく賃金労働、

収穫に見合った利息、

古来からの法に基づ く裁定、領主の気ままは許されない、

留保されている共有地の開放、

死亡税の廃止、

これらの箇条の拒否はその反証を聖書からあげること。

この12箇条は二 ヶ月 とい う短期間に各地の印刷所で24版 も印刷され、一総部数は約25000部

と見積もられている一 ドイツ各地に広 く行き渡った。そ して農民反乱軍のほとんど全てによっ

て受け入れられた。Lutherが 彼のFlugschrift「 シュヴァーベンの農民達の12箇 条における平

和についての警告」において農民を激 しく非難 したことは有名である。この要求は統治者権力

から厳 しく拒絶され、12箇 条に基づ く交渉は不可能になった。その結果農民の反乱は急激に過

激化 し、完全に制圧され、農民戦争は農民にとって悲惨な結果に終わったのであった。

このFlugschriftに 多 くの版があることは言語資料 として有利な点である。 ドイツでは、言

語的中心となる地域が特定できない状況が長 く続いた。中世末期から近世にかけて、 ドイツ語

圏の広い地域に言語平衡の動きが見られる、とい うことを提唱 したのはW.Beschで ある。彼

の言語平衡化理論は、現在の ドイツ統一語成立過程を説明するもとして最も強 く支持されてい

る。 ドイツ標準語成立過程の解明は線状ではなく面を対象としなければならない。この言語平

衡現象解明の研究にとって、一つのテクス トに各地で出版された多 くの版があることは重要で

ある。 しか しここでは一つの校訂テクス トの二重語構造のみを取 り上げている。

3.語 ・句の重ね構造 につ いて

現代語では語を重ねる構造は語彙論の中で慣用語法論として扱われ、その形式、種類、構成

要素、構造、性格(固 定制など)お よびその機能などが扱われている。対句語法(Paarformel)

や慣用対句(Zwillingsformel)も 慣用語法論の一部 として考察 されている。

近世ではまだ対句は文法領域の一部門としては扱われていない。その起源 と機能について

Polenzの 説明をあげる。
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「...古 高 ドイツ語の法律語にとって、および初期市民階級時代の語彙使用にとっても、特徴

的なことは"Zwillingsformeln"と 名付けられる同義の、または類縁の意味の語を並列結合で

用いることであ り、時には3語 結合もあった。それらは様々な起源と様々な実践上の機能を持

っていた:論 争において事柄を正当化する、擁護する、確認する、貫徹する、有効にするため

に、または法律問題において概念を精密化するために、他のものと比較対照する、口頭による

伝承法文における伝統的な語法によって、もっと分か りやす くするために、一つの概念を強調

すること、とりわけ古 くなった、社会階層差による、あるいは地域差による変異体や外国語の

専門語をもっと分か りやす くす るために...。 古代修辞法の原理の手本もまた語彙バ リエーシ

ョンにとって可能であった...」。6)

語 を 重 ね る こ との起 源 の一 つ はRechtssprache(法 律 語)に あ った 。 中 央 集 権 的 な統 治 の中

心 を 欠 く ドイ ツで は 、 各 ラ ン トご とにLandrechtが 形 成 され た 。 古 高 ドイ ツ語 の法 律 語 は も

っぱ ら 口頭 に よ るLandrechtと して、 そ の土 地 生 まれ の法 の専 門 家 に よ り、 地 域 的 な伝 統 と

い う原 理 の上 に 築 き上 げ られ て きた 。 また 社 会 的 な差 違(身 分 法)も あ って 、 語 彙 は きわ め て

多 様 で あ った 。 こ の多 様 性 は ロー マ法 受 容 以 来 組 織 的 に 縮 小 して い くが 、 地 域 差 、 社 会 階 層 差 、

さ らに は テ クス ト種 の差 に よ る語 彙 障 壁 を 克 服 す る手 段 と して 、 最 も よ く用 い ら れ た の が

Zwillingsformel(語 の重 ね)で あ った。

こ の よ うに 超 地 域 的 な理 解 のた め に 最 も よ く利 用 され た のが"対 語 形 式"で あ った 。 出来 る

だ け 広 範 囲 の 地 域 の 人 々 に 、 ま た 全 て の 階 層 の 人 々 に 理 解 さ れ う る こ と を 目指 し た

Flugschriftに それ が多 用 され る の は必 然 的 で あ った。

最 後 に 用 語 に つ い て こ こで 簡 単 に 説 明 して お きた い 。BeschはFormelとFormを 区 別 す る。

Doppelformel(二 重 語 慣 用 句)を 彼 は論 文 の表 題 に の み 使 い 、論 文 中 で はDoppelform(二 重

語 形 式)の み 用 い て い る。Paarformel,Paarform,Zwillingsformel,Zwillingsformな ど の場 合

も 同 じで あ る。 一formelは こ の現 象 を 総 合 的 に表 現 す る場 合 に か ぎ られ 、 個 々 の現 象 を 指 す 場

合 に は 一formを 使 うと して い る。 私 も これ に 従 い 、Zweigliedrigkeitに は 二 重 語 構 造 とい う訳

語 を 当 て る。 当 然 現 代 の慣 用 句 論 で は"一formel"の み が用 い られ て い る。

4農 民の12箇 条における語の重ねについて

農民の12箇条には印刷された24の 版と、不完全なものも含む数点の写本がある。これらを厳

密に検討 した結果、もっとも古いとされるMを 底本とした校訂テクス トがA.G6tzeに よって

約100年 前にはじめて作 られた。現在ではこのM校 訂テクス トが広 く用いられている。 しか し
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言 語 資 料 と して 他 の版 を 利 用 しなけ れ ば な ら ない こ と も少 な くない 。 そ の よ うな場 合 に は 各 版

を 保 管 して い るそ れ ぞ れ の図 書 館 ない しは 文 書 館 か ら入 手 しなけ れ ば な ら ない こ とに な る。 こ

こで はM校 訂 テ クス トに お い て の み 語 の 重 ね表 現 を 抜 き出 した 。

G6tzeのM校 訂 テ クス トは"HistorischeVierteljahresschrift"(V.J9.1902)で 発 表 され た も

のを 使 用 した 。 こ こで は ペ ー ジ数 を 合 わ せ る こ とは 当 然 行 わ れ て い ない 。 また 当 時 の 印刷 物 に

は ペ ー ジ の数 え 方 は なか った 。 オ リジ ナル の版 は6枚(12ペ ー ジ)で 、 一 枚 の紙 を4つ 折 りに

し、 そ れ に 半 枚 紙 を 二 つ 折 りに して 作 成 され た と考 え られ る。 最 初 の4枚 の 表 に は に はAi,

Aij,Aiij,Aiiijの 記 号 が 付 け られ た が 、 これ は 徹 底 して い な い 。 記 号 の な い 場 合G6tzeは[]

に 入 れ て示 して い る。 紙 の裏 に は 記 号 は打 たれ て い な い の で、[r]で 示 され て い る。 テ ク ス ト

の行 は 箇 条 ご とに1か ら始 め られ て い る。 以 上 の条 件 か ら語 例 の 出所 の表 示 は 以 下 の よ うに な

る:

Aij-2-3(紙 の2枚 目の表.一第2箇 条.一3行)Aijr-4-5(紙 の2枚 目の裏 一第4箇 条 一5行)

なお 記 号 とペ ー ジ数 の対 応 を 書 い て お く:Ai-1,Air-2,Aij-3,Aijr-4,...B-9,Br-10,Bi-11,

Bir-12。 表 中 で は小 文 字 の ロー マ数 字 の代 りに ア ラ ビア を数 字 を用 い て い る:i→1…iij→3

等 。 なお 差 異 記 号 の忠 実 な再 現 は 断 念 した 。

出所 語の重ね例 試訳 同義性

序文

A2-0-7 emporhebenvnauffpomen 蜂起 し、反抗 し 十

A2-0-9 zuhaufflauffenvndsichrotten 結集 し、徒党を組み 十

A2-0-10 zureformieren,auRzureytten,Ja...zu

erschlagen

改 革 し、 駆 逐 し、

...打 ち 殺 し て し ま う...

十

A2-0-14～15 dievngehorsamikait,

JadieEmporung

不服従、反乱 十

A2-016～17 Emporugenoderauffruren 蜂起や騒擾 十

A2-0-18 wortvndleben (神の)こ とばと生涯

A2-0-19 liebe,Fride,Geduldt,vnainigkaiten 愛 、 平 和 、 忍 耐 、 協 調

A2-0-20 lieplich,Fridlich,Gedultig,vndainig 愛に満ち、平和的、忍耐強

く、協調的

A2-0-25 derEmborugvnddesungehorsams 蜂起や不服従の 十

A2-0-26 widerchristenvndfeynddeR

Euangelij
反 キ リス ト者 、 福 音 の敵

A2-0-27～28 anmuttungvnbegerugsichlonenvnd

auffbomen

意図や願望に逆らい、反抗

する

十
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A2-0-31 liebe,fryd,vndainigkait 愛、平和、そ して協調

A2r-0-32 vndergetrucktvnwegkgenomen 圧迫され、奪い取られる 十

A2r-0-33 klarlauter 明 々 白 々 な 十

A2-0-35 vngehorsam,Auffrurisch 不服従的、反抗的 十

第1箇 条

A3-1-4,5 byttvnbeger 願 い で あ り、 望 み 十

A3-1-5 willvndmaynug 意志であ り、意見である 十

A3-1-6 gewaltvndmacht 暴力と権力 十

A3-1-8 Erwolenvndkyesen えらび、選出する 十

A3-1-10 lautervnklar 純粋かつ明瞭な 十

A3-1-11 leervndgebot 教義とおきて

A3-1-13,14 einbyldenvndinynsbestetten 刻印し、確証する 十

A3-1-15 fleyschvnblut 肉と血

A3-1-19,20 vorgeervnPfarrer 先達、司祭 (+)

第2箇 条

A3r-2-9 einsemlenvndeynnemen 集め、徴収する 十

A3r-2-24 zylvndzeyt 適切なる期間

A3r-2-26,27 wollenvndsollenvndseynd... 望 ま ない し、 そ うあ るべ き

で は ない

十

A3r-2-30,31 gaistlichoderwelttlich 聖俗の

第3箇 条

A3r-3-5 erloRtvnnderkaufft 救済され、償われた 十

A4-3-8 freyseyenvndwollensein 自由であ り、自由であろう

と望む

(+)

A4-3-15 zaigtvndweiRt 指示 し、教えている 十

A4-3-19,20 zimlichenvnChristlichen 正 当 な、 キ リス ト教 徒 に 相

応 しい

十

第4箇 条

A4-4-4,5 vnzymlichvnvnbruderlich 不当であ り、兄弟愛に背 く 十

A4-4-11 (wider)Gottvnddemnechsten 神に反 し、隣人に反する

A4-4-13,14 vberallethier,vberdenfogelimlufft

vndvberdenfischjmwasser

全ての動物、空の鳥、水の

中の魚
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第5箇 条

A4r-5-6 geistlichoderweltlich 聖または俗(統 治権力)

A4r-5-14 briederlichvnChristelich 兄弟愛的、キ リス ト者愛的

第6箇 条

A4r-6-3,4 vontagzutaggemertwerdenvnd

teglichzunehmen

日々強化され、毎 日増えて

いる

十

第7箇 条

B1-7-5,6 nitweiterzwyngennochdryngen これ以上の強制、圧迫を加

えてはならない

十

B1-7-7,8 onbeschwertalsorueblich 不満なく、平穏に 十

B1-7-8 brauchenvndniessenmUg 耕作 し、用益出来る 十

B1-7-9,10 willigvngehorsam 自ら(す すんで)服 する

B1-7-10 zustundvndzeyt (適切な)時期に(限 られる) 十

第8箇 条

B1-8-4 einbiessenvnverderben 財産を失い、没落する 十

第9箇 条

Blr-9-4,5 (zuzeyten)auRgrossemneyd,vnd(zu
zeyten)aURgrOSemgUnSt

(時には)大 きな憎 しみから

(時には)え こひきから

第10箇 条

Blr-10-7 gutlichvnndbriederlich 好意的に、兄弟愛の心で 十

第ll箇 条

Blr-11-3 gantzvngar 全 く

Blr-11-5 widerGotvneere 神に背き、名誉に反 して

Blr-11-6 schentlichnemenberauben 破 廉 恥 に も、 取 り上 げ 、i奪

い 取 る

十

Blr-11-7,8 beschitzenvndbeschirmen 保護 し、守護する 十

Blr-11-8,9 geschundenvnndgeschaben 皮をはぎ、身を削るような

略奪をする

十

Blr-11-11 wederwenignochvyl 量の多少に関わらず

第12箇 条

Blr-12-2 beschluRvnendtlychemaynug 結論と最終意見 十

Blr-12-8 todtvnabsein 死と消滅 十

B2-12-14 yebenvndbrauchen 行い、実行する 十

一151一



小 野 光 代

このFlugschriftは 文字数10250、 単語数2047、 行数230で あるから決 して大きなテクス ト

ではない。そこに語の重ねが56個 所数えられるとい うことは、高い頻度でこの言語表現手段が

使われていることを示 している。またその殆どが同義語の付加であることが確認される。重ね

の起源の一つが古高 ドイツ語の法文にあったことを考えると作者は農民にとってより親 しみや

すい文体を選んだといえるだろう。先にも述べたように外国の法すなわちローマ法が導入され

て以来、統治権力者と農民、平民との間に法の分野において言語障壁が生 じ、その克服は宗教

改革指導者達の課題の一つであった。農民の12箇条の文体は簡潔で、農民の要求が単刀直入に

表現されている。読み上げられた場合でも十分理解されただろうと考えられる。この表では同

義性のみを指摘 した。同義語の結合すなわち言語平衡的用法の意義については言語平衡論との

関連において次章で述べる。

5.言 語平衡論と二重語構造

W.Beschは1967年 に発 表 した著 書"SprachlandschaftenundSprachausgleichim15.

Jahrhundet"に お い て 新 高 ドイ ツ文 章 語 成 立 研 究 史 上 画 期 的 な 業 績 と見 な され る言 語 平 衡 の

テ ー ゼ を提 唱 した 。 このBesch理 論 の 意 義 を 理 解 す る た め に は 、 ドイ ツ語 の発 展 過 程 に お け

る新 高 ドイ ツ文 章 語 成 立 の議 論 を概 観 す る必 要 が あ る。 現 代 ドイ ツ標 準 語 に 連 な る統 一 語 の成

立 が ドイ ツ語 の場 合 特 に 問 題 に な る のは 、 前 に も触 れ た が 言 語 養 成 の場 と な る よ うな、 ドイ ツ

全 域 に お よぶ 規 模 の政 治 的 、 文 化 的 中 心 が 欠 け て い た た め で あ る。 す なわ ち、 近 世 ドイ ツは 神

聖 ロー マ帝 国 とい う政 体 下 に あ って 絶 対 王 政 が 成 立 しなか った 。 また こ の皇 帝 は 七 人 の選 帝 侯

よ り選 出 され る存 在 で 、 ハ プ ス ブル ク家 に よ る世 襲 が 確 立 す る まで は 、 諸 侯 の中 で の最 有 力 者

に しか す ぎ なか った 。 す なわ ち ドイ ツで は 中 世 末 期 以 降 大 小 の領 邦 土 が 多 数 併 存 す る状 態 が 続

い た ので あ る。 こ の こ とは ドイ ツ語 の歴 史 の上 か らは 、 様 々 な方 言 の中 か ら統 一 語 が 成 立 す る

す るた め の前 提 と な る言 語 的 中 心 が 存 在 しなか った こ とを 意 味 す る。 言 語 的 中 心 は 通 例 、 そ の

国 の政 治 的 、 経 済 的 、 文 化 的 中 心 と一 致 す る。 ドイ ツ語 圏 に お い て 確 か に 大 き な方 言 は 存 在 し

た 。 しか し広 い 地 域 を 占め る方 言 を 基 盤 と して 後 の標 準 語 に 連 続 す る統 一 語 が 成 立 した とは い

え ない ので あ る。 中 高 ドイ ツ語 か ら新 高 ドイ ツ語 へ 連 続 して 発 展 した ので は ない こ とが 認 識 さ

れ た と き、19世 紀 末 か ら20世 紀 初 頭 へ か け て 新 高 ドイ ツ文 章 語 成 立 の問 題 に 学 界 の注 目が 集 ま

る よ うに な った 。 そ の 契 機 とな っ た の はK.MttllenhoffがW.Schererと と もに 編 纂 した

"DenkmalerdeutscherPoesieundProsaausdemVIII -XIIJahrhundert"(2 .Aufl.1863)の 序 文

で"entstehungdesneuhochdeutschen"と い う表 現 を 使 った こ とで あ る。 そ れ まで の文 献 学 で

は 規 範 的 なす なわ ち人 工 的 な中 高 ドイ ツ語 に よ る芸 術 性 の高 い 詩 文 の校 訂 テ クス トの作 成 が 最

も重 要 な課 題 で あ り、 言 語 変 化 へ は 目が 向け られ なか った ので あ る。
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新高 ドイツ文章語成立過程の最初のモデルはMttllenhoff自 身によって与えられた。彼は新

高 ドイツ文章語は9世 紀以降大きな阻害や中断なしに連続 して発展 してきたものであ り、その

長い道程が16世 紀に完結 したとし、その発展過程を五つの段階に分けて説明 している。1)カ ー

ル大王の宮廷のあったライン ・フランケン方言を基盤とする古高 ドイツ語時代、2)シ ュタウ

ファー朝時代のシュヴァーベン方言地域を中心とする12-13世 紀、その後言語養成の中心は、

3)ル クセンブル ク家出身の皇帝のプラハに移 り、4)そ こからハプスブル ク家皇帝のウィー

ンと、5)北 東のヴェティン家のザクセンへ、さらにLutherへ と移 る。発展は権力の中心で

あった皇帝官庁と結びついてきた。この理論は実証的なデータで裏付けられたものではない。

さらに連続のイデーと権力分散あるいは権力の移動は矛盾する。また ドイツ中世の政治的状況

から言って統一的な文章語の存在は考えられない、とされた。 しか し政治的、文化的中心の持

つ言語形成力とい う考え方は、その後の研究に大きな影響を与えている。

文体論派のKonradBurdachに とって現代の文章語はカール4世 皇帝のプラハで1350年 以降

花開いた比類のない文化的環境のもとでの新 しい創造物であった。初期人文主義者と皇帝官庁

は緊密な相互影響下にあった。皇帝付 き書記長官、JohannNeumarktは 自らが宮廷内の人文

主義者のサークルに属 し、文章家として特にシンタックスと文体の領域で指導的な影響力を持

った。この人文主義者たちの官庁 ドイツ語は教養階級、上層の人々の言葉として認められ、文

章語、あるいは文化語としての役割を担 うことができた、とされた。この言葉は特定の方言に

基づいていない。なぜなら方言は文化語にまで洗練されることはほとんどあ り得ないからであ

る。この新 しい ドイツ語の普及は、とりわけ西部と北部へ向かって速やかだった。この言葉の

決定的な勝利はザ クセン選帝侯の官庁とLutherの おかげである。今日ではBurdachが プラハ

官庁語の統一性と人文主義者たちの言語養成への功績を過重に評価 し過ぎていることは明らか

である。 しか しながらプラハの官庁書房において書き言葉の領域で顕著な平衡化現象が起こっ

たことは、その後の研究からも確かめられている。このことは官庁書房の人員構成が、広 くド

イツ語圏各地からの出身者より成 り立っていたことからも裏付けられる。また文章語は文化語

でなければならないとい うことが認識されて以来文化の中心と言語養成を関連づけるBurdach

の着眼点の意義が再評価されている。

後の発展に連なるような言語変化は書き言葉の領域で起こる、このことは語史研究が文書資

料に頼るほかなかった時代にあっては当然のことであった。また中世社会の言語状況から口語

が書き言葉に影響を与えることは常に否定 されてきた。T.Fringsの テーゼはこの通念を覆す

画期的なものであった。Fringsは 考古学者などの他の領域の研究者 との協同研究によって、

中世における ドイツ東部開拓地への移住者の流れを跡づけ、それに基づいて、異なる方言地域

からの言語が一つの地域で合流 し、そこで平衡化あるいは混靖が起こった、とい う説を提唱 し

た。方法論的にこの学際的手法が学界に与えた衝撃は大きかった。口語から書き言葉への影響
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は否定されたとはいえ、言語平衡ない しは言語混靖とい う考え方はその後の研究を基本的に方

向付けた。東中部 ドイツは18世 紀には言語養成の中心地の一つになる。

これまでに概観 した新高 ドイツ文章語成立の三つの理論は、ある言語的に中心となる地域が

あって、それが移動する、あるいはそこから伝播 して行 く、ない しはそこから引き継がれて行

くとまとめることができるだろう。すなわち概略を点と線で描 くことができる。

W.Beschは 面を対象として考察 した。Beschは 言語現象の実態の把握のためには言語をで

きるだけ多層的にとらえる必要があることを指摘 し、従来までの研究が殆ど音韻と書記法にの

み限られていたのに対 して、屈折と語彙の領域も対象とした。また一地点の言語を対象とする

のではなく全 ドイツ語圏をカバーする調査を行った。資料はテクス トの種類とレベルにおいて

等 しくなるように配慮 し、 ドイツ語圏全域に写本が存在する、教化文学の一つを選んだ。資料

量の密度には大きな地域差があるが、たとえ異なる作品であっても同じレベルのテクス トにな

るよう配慮 した。これらの資料が厳密に分析され、その結果が記号化され言語地図に表された。

その結果Beschは15世 紀 ドイツ語圏全域にわた って書 き言葉の領域で言語混靖あるいは言

語平衡の動きが見られると結論づけた。厳密な資料分析に基づ く実証的なデータに拠るこの理

論は新高 ドイツ文章語成立の問題に画期的な局面を開 くものとなった。

上記で新高 ドイツ文章語成立過程の研究史上における、Beschの 言語平衡論について概観 し

た。Beschが 彼の研究対象に中世後期を選んだのは、16世 紀に ドイツ語圏で革新的な言語変化

が起こっているが、その実態を知るためには、それ以前の時代の言語状況を広範囲な地域にお

いて調べる必要がある、としたためであった。この調査の過程で近世に語の重ねが異常に多 く

現れていることを見いだ した。 この現象はBesch以 前から多 くの研究者に注 目され、議論さ

れていたが、否定的に評価されてきた。例えばK.Burdachを 中心とする1900年 頃とそれ以降

の文体研究者達は、中高 ドイツ語末期、特に15世 紀のこの 「語の重ね」について、冗長な用法

であること、また単純な同義語を付加することに腐心するだけの幼稚な手法であるとして、マ

イナスに評価 した。さらに 「初期新高 ドイツ語期においてこの現象は、異常なほどの広が りを

見せている。これはこの時代の文体の特徴になっているが、結局は誤用に至っている」7)と述

べる研究者もいた。二重語構i造の起源についてE .Bauerは 古典修辞学、初期人文主義、法律

語、官庁語、ゲルマン人の詩文の基本語、民衆叙事詩、中高 ドイツ語のフランス語の原典、聖

書、方言の平衡などを数え上げている。8)最後の方言の平衡はFrings,Besch以 降受け入れられ

るようになった概念であるから、それ以前の研究者から近世の二重語構造の多用がこれらのど

の起源にも当てはまらないとして誤用とされたのである。

Beschは 二重語の機能を単一にとらえることはできないとい う立場をとる。その上で15、16

世紀における二重語の大量使用はコミュニケーションの必要から生 じたと次のように述べる。

「...15世紀 と16世紀の特殊な状態をよりよく説明できるものである。当該の世紀における同
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義語結合の多用に対する最も重要な理由の一つは、 ドイツ各領邦で異なる語彙が使われている

ことであ り、そのことにより領邦土を超える広い領域での意思の疎通が難 しいとい うことであ

る。二重語形式の多用は従って、文体上の現象ではなく、コミュニケーション上の必要からと

解されなければならない。超地域的な共通語がなかったので、特定の語彙に対 しては言語地勢

上の語彙の変異体を付加することだけが、地域を超えた理解をつなく橋 となることが出来た。

広範囲の地域における標準語化が確実になっては じめて、ある語の選択と、競合する異なる言

語地勢の変異体の取捨選択が行われ、以後の簡単化が計られる...」。9)

Beschは15、16世 紀の二重語構i造においてもその修辞的機能と言語平衡的機能を認めている。

テクス トを考察する場合は、常にテクス トの様式ない しは種類とその受容者を考慮に入れなけ

ればならない。この観点からも二重語構造がどちらの機能で使用されているかは明白である。

修辞的機能は古典的なものでより重要であ り、より広 く、より一般的に使用される。 しか し15、

16世紀に限ると、明らかに大量に出現 した二重語構造は、その大部分が言語平衡的機能を示 し

ている。単純な同義語の付加は現在の慣用句論で定義される語結合の特徴を示 していない、別

の言い方をすると、これらの言語平衡化的な性格の同義語の重ねには、切 り離せないように結

びついた概念のステレオタイプ的な繰 り返 しとい う慣用句の主要な特徴が欠けているのである。

なお慣用句的語結合の特徴として、見出し語的、再生産性、固定性、根拠づけられている、イ

ディオム性などがあげ られ るが、言語平衡的語結合の場合には これ らの特徴は見られない。

Beschは1967年 の著書で二重語構造の機能は言語平衡的である、と指摘 した。その後初期新高

ドイツ語研究がきわめて盛んにな り、多くの新 しい資料が提出された。30年 後にBeschは そ

れらの資料を基にこの言語現象を再検討 した。そ して二重語構造は当該の時代にあっても多機

能であることは否定できないとい う修正を加えた。その上で15、16世 紀のこの二重語構造は明

らかに言語平衡的に用いられていることを確認する。そ して、これはこの初期新高 ドイツ語時

代の後期に限 られる、としてこの時代の二重語構造使用を特殊例"Sonderfall"と すべきだと

した。15、16世 紀の言語現象の一つを"Sonderfall"と 、とらえることは、新高 ドイツ文章語

成立を15、16世 紀以降、広 くドイツ語圏において起こった言語平衡化の動きから説明する、彼

のテーゼを補強するものである。

Beschは"Sonderfall"に 関して次のように述べている、「同義的な二重語形式、その細部が

どれほど多 くの問いを提出しうるかい うことは驚 くべきほどである。それを用いる動機は、何

か、それを用いるテクス トとして最も多 く用いられたものは。その際能動的なあるいは受動的

な言語能力はどんな役割を演 じていたか。かの時代の広地域的な語彙障害についての同時代人

のメタ言語的な記述は存在するか...」。10)

ここで取 り上げた農民の12箇条において修辞学的見地からは幼稚な、あるいは無意味な増殖、
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誤用などと見なされかねない、同義語の重ねが多数存在することを確認 した。たった1例 では

あるけれ ども、この結果はBeschの 問いの幾つかに答えるものになっているといえよう。社

会に広 く訴えかける論争の文書には、地域差による言語障害を超えるための同義語の重ねが多

く使用されてお り、作者がそれを使用する意図もまた明らかだからである。
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